
Ｒ７ 県公立学校教頭会との意見交換会 

義務教育推進室 

１ 次期学習指導要領改訂における総授業時数の削減について Ⅰ－５ 

質問 

・ 

意見 

ご存じのように次期学習指導要領改訂に向けた動きが本格的に始まりました。年間の

標準総授業時数を現在以上に増加させないことを前提に議論が進められ、「調整授業時数

制度」による柔軟な教育課程を促進する方向で検討が行われています。子供の特性等に

応じて学校ごとに柔軟な教育課程を編成できることによる利点は理解できますが、現在

の標準総授業時数の削減がないままでは、急増する不登校やいじめへの対応等、学校を

取り巻く複雑化・困難化している様々な課題に対応することはもちろん、子供たちに必

要な資質・能力を身に付けさせるための時間が十分に確保できるのかと危惧しています。

今、学校や教師にとって必要なことは、カリキュラム・オーバーロードとならないよう指

導内容及び指導時数を精選していただくことではないかと考えます。 

このことについては、知事が国に対して、子供たちの確かな学力の育成やつまずきに

対応する時間の確保等ができるよう、学習内容を縮減するなど学習指導要領の見直しが

必要である旨を重ねて要請してくださっており感謝しています。今年度、全国公立学校

教頭会としても国に要請しているところですが、県教委の皆様からの力強い後方支援が

必要と考えています。持続可能な社会の作り手の育成、教職員の働き方改革の更なる推

進、円滑な学校経営のためにお力添えいただきますようお願いします。 

回答 

 

指導内容及び授業時数へのご意見・ご要望について 

 

１つ目の指導内容については、令和５年、６年に引き続き、今年５月と 11 月にも知事

が国に対して学習指導要領に関して重点要望を行いました。具体的には、義務教育におい

ては、基礎学力の育成を最優先とし、児童生徒の確かな学力の育成やつまずきに対応する

時間の確保等ができるように、学習内容の削減が実施されるよう、実質的な学習指導要領

の内容の厳選を行う必要がある旨を要望しました。 

 

２つ目の授業時数については、指導内容の確実な定着を図るため、指導方法や指導体制

の工夫・改善を進めながら、各教科等の年間の標準時数を確保していただくことが基本と

なります。 

一方で、現在、標準時数を上回って授業を行っている学校が多く見受けられます。まず

は、このような現状を踏まえ、各校の教育課程が標準時数の範囲内で適切に運用できてい

るかを丁寧に点検いただき、必要に応じて時数の調整を図っていただければと考えており

ます。 

特に、年間 1,015 単位時間に対し、107％の目安とされる 1,086 単位時間を大きく超え

ている場合には、教育課程全体の計画を見直していただくとともに、学期や月ごとの授業

時数の実績を丁寧に確認し、必要に応じて年度途中であっても無理のない範囲で調整を行

っていただくことが重要です。 

 

 

 


